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特別区交付金
89,295
31.6%

国庫支出金
59,074
20.9%

特別区税
50,227
17.8%

都支出金
31,668
11.2%

地方消費税交付金
14,359
5.1%

繰入金
8,977
3.2%

繰越金
6,894
2.4%

使用料及び手数料
5,077
1.8%

諸収入
4,021
1.4%

地方特例交付金
2,958
1.0%

その他
9,720
3.6%

総額
282,270
(100％）
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福祉費
147,850
54.8%

教育費
35,484
13.1%

総務費
23,092
8.6%

土木費
20,504
7.6%

諸支出金
15,754
5.8%

資源環境費
10,155
3.8%

衛生費
9,233
3.4%

産業経済費
4,279
1.6%

公債費 2,697
1.0%

議会費 888
0.3%

総額
269,936
(100％）
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東京都板橋区特別職報酬等審議会条例 

昭和39年9月22日 

東京都板橋区条例第38号 

（設置） 

第１条 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第３条第３項第１号及び第２号に規定する特別職の報

酬及び給与の額（以下「報酬等の額」という。）について、次条の規定による意見の求めに応じ、

審議するため、区長の付属機関として、東京都板橋区特別職報酬等審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 

（意見の聴取） 

第２条 区長は、報酬等の額の適否について少なくとも毎年１回、審議会の意見を聴くものとする。 

２ 審議会は、次の各号に掲げる事項について区長の諮問に応じて審議し、答申する。 

（１）区議会議員の議員報酬及び期末手当の額 

（２）区長、副区長及び教育長の給与の額 

（３）地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条の５に規定する委員会の委員及び監査委員の報酬及

び給与の額 

（組織） 

第３条 審議会は、区の区域内の公共的団体等の代表者その他区民のうちから区長が委嘱する委員10

人以内をもつて組織する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

（会長の選任・権限） 

第５条 審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。 

２ 会長は審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

（招集） 

第６条 審議会は、会長が招集する。 

（定足数） 

第７条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

（委任） 

第８条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。 

付 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 東京都板橋区付属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年12月板橋区条例第24

号）の一部を次のように改正する。 

次のよう（省略） 

付 則（昭和50年12月10日条例第54号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和59年６月30日条例第16号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成19年３月12日条例第１号抄） 

（施行期日等） 

１ この条例は、平成19年４月１日から施行する。（後略） 

（収入役に関する経過措置） 

３ この条例の施行の際、現に在職する収入役が、地方自治法の一部を改正する法律（平成18年法律
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第53号）附則第３条の規定に基づき、なお従前の例により在職することとなる場合においては、第

２条の規定による改正後の東京都板橋区特別職報酬等審議会条例第１条の規定及び第８条の規定は

適用せず、第２条の規定による改正前の東京都板橋区特別職報酬等審議会条例第１条及び第８条の

規定による廃止前の東京都板橋区副収入役設置条例の規定は、なおその効力を有する。この場合に

おいて、第２条の規定による改正前の東京都板橋区特別職報酬等審議会条例第１条中「助役」とあ

るのは、「副区長」とする。 

付 則（平成20年３月12日条例第４号） 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

付 則（平成20年10月27日条例第３８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成27年３月13日条例第７号） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成

２６年法律第７６号）附則第２条第１項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合に

おいては、この条例による改正後の東京都板橋区特別職報酬等審議会条例第１条及び第２条の規定

は適用せず、この条例による改正前の東京都板橋区特別職報酬等審議会条例第１条及び第２条の規

定は、なおその効力を有する。 

 



28 


	次第
	結合
	00表紙・目次
	01委員名簿【作成済】
	02特別区人事委員会勧告　【作成済】
	03～05答申案の概要　【作成済】
	06報酬等月額推移　行政委員追加ver【作成済】
	07各区給料月額一覧（区長等）Ａ３【作成済】
	08各区報酬月額一覧（議員）【作成済】
	09期末手当推移　【作成済】
	10各区期末手当一覧【作成済】
	11各区行政委員報酬月額（非常勤）Ａ３ 【作成済】
	12行政委員の構成員・平均日額　【作成済】
	13～16行政委員の活動状況【作成済】
	17各区退職手当金額一覧Ａ３ 【作成済】
	18~21一般会計決算の状況 　【作成済】
	22～25開催経緯【作成済】
	26～27審議会条例
	28審議会会則


